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道路関係四公団民営化の概要について 

首都高速
道路公団

阪神高速
道路公団

本州四国
連絡橋公団

東日本高速
道路株式会社

中日本高速
道路株式会社

西日本高速
道路株式会社

首都高速
道路株式会社

阪神高速道路
株式会社

本州四国連絡
高速道路会社

※　経営安定化時、
　西日本会社と合併

日本道路公団

高速自動車国道

【会社】高速道路の建設・管理・料金徴収

首都
　高速道路

阪神
高速道路

本州四国連絡
高速道路

【機構】高速道路の保有・債務償還【機構】高速道路の保有･債務返済 

【民営化の枠組みの概要】 

機　　　構 会　　　社

協定

大臣認可
申　　請

大臣許可
申　　請

管　　　理

料 金 徴 収

建　　　設高速道路の保有

債 務 償 還

貸付け

資産の帰属・債務の引受

貸付料の支払

資金の
借入れ

大臣認可 大臣許可

【会社と機構による高速道路事業の実施スキーム】 

＜道路関係四公団民営化関係４法＞   
○高速道路株式会社法（会社法） 

○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（機構法） 

○日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律（整備法）

○日本道路公団等民営化関係法施行法（施行法） 

《民営化後》 

参考－１ 

〔民営化の目的〕 

○ 約４０兆円に上る有利子債務を確実に返済 

○ 真に必要な道路を、会社の自主性を尊重しつつ、早期に、できるだ

け少ない国民負担の下で建設 
○ 民間ノウハウ発揮により、多様で弾力的な料金設定や多様なサービ

スを提供 

《民営化前》

参１－１ 

独 立 行 政 法 人  日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務 返 済 機 構 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社・機構の成立

大臣が会社及び機構と協議

当初は事業範囲会社→協議不調のときは他の会社と協議

できる （複数協議制）

協議成立
協議不調の場合

（会社の場合）大臣は、会社に建設できない理由
の申し出を求める

（機構の場合）大臣は、機構に業務をできない理由
の申し出を求める

社会資本整備審議会の意見を聴いて、

大臣が正当な理由の有無を判断

正当な理由がない場合 正当な理由がある場合

会社が建設を行うべき高速道路を
大臣が指定

指定しない

会社・機構は、「新協定」を締結するとともに、指定された高速道路
について許認可を得る

４ヶ月※

（ただし、大臣の
判断で延長可）

暫
定
期
間

「新協定」に基づく本格的な事業開始

民営化後４５年以内の債務返済・無料開放

＜H18.4.1目途＞

＜H17.10.1＞

２ヶ月

※１４日間
延長済

【会社が建設すべき事業中区間の指定手続き等について】
※施行法第３０条及び第３１条による指定手続き

参１－２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５年以内の債務返済を確認

１．協定の位置づけ

高速道路事業を行う上で必要となる基本的事項について、機構と会

社との間で定めるもの

２．協定の策定単位

全国路線網

地域路線網

一の路線

東日本会社、中日本会社、西日本会社ごとに、
高速自動車国道及び国土交通大臣が指定する
一般有料道路

首都高速道路、阪神高速道路（阪神圏）、阪神高
速道路（京都圏）、本州四国連絡高速道路

全国路線網以外の一般有料道路ごと

３．協定の主な内容

新設、改築又は修繕に係る工事の内容

機構が会社に対して行う債務引受けの限度額
（新設、改築、修繕及び災害復旧関連）

機構が会社に対して貸し付ける道路資産の内容及びその貸付料
の額、貸付期間

会社が徴収する料金の額及びその徴収期間

高速道路の管理水準の確保に関する事項

機構から会社に対する新設・改築等のコスト削減を助長するため
の助成に関する事項

（参考） 機構は、協定に基づき、貸付料、債務返済計画等を
記載した業務実施計画書を作成

【協定の概要】
※機構法第１３条に基づく協定

参１－３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）

道路関係四公団民営化関係４法（抜粋)

Ⅰ 高速道路株式会社法

○会社の事業等

(1) 高速道路の建設・管理・料金徴収を行う特殊会社として、

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本

高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社を設立。

(2) 主に高速道路の建設・管理・料金徴収、サービスエリアの運営等の関連事業を実施。

○国との関係

(1) 政府（地方公共団体）は、総株主の議決権の３分の１以上の株式を保有。

(2) 社債及び長期借入金等については、国土交通大臣の認可が必要。

(3) 当分の間、政府の債務保証が可能。

Ⅱ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法

(1) 高速道路に係る資産の保有・貸付け、債務の早期の確実な返済等を行う独立行政法人

を設立。民営化から45年後までに、債務の返済を完了させ、解散。

(2) 主に高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸し付け、会社が高速道路の建設の

ために負担した債務の引き受け及び債務の返済を実施。

(3) 資金調達に関しては、政府の債務保証が可能。

(4) 機構は、政府等の出資及び災害復旧補助を財源として、会社に無利子貸付け。

Ⅲ 日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律

(1) 会社は、機構と協定を締結し、工事の内容､料金等について国土交通大臣に事業許可

を申請して事業を実施。

⇒公団に対する施行命令方式を廃止し、自主的経営判断に基づく申請方式

(2) 会社が建設する高速道路は、原則として、工事完了後に機構に帰属。

⇒同時に会社が建設のために負担した債務は、機構が引受け

（会社は貸付料支払という形で機構を通して債務を返済）

(3) 料金の額は、貸付料及び会社の維持管理費用を料金徴収期間内に償うよう設定。

(4) 料金徴収期間満了日は、民営化から４５年を上限。道路資産は、満了後に道路管理者

に帰属（無料開放 。）

Ⅳ 日本道路公団等民営化関係法施行法

(1) 供用中の高速道路

既に供用中の高速道路は、事業範囲とする会社が管理・料金徴収を実施。

(2) 建設中・調査中の高速道路

① 民営化後原則として４月以内に、国土交通大臣が会社と協議して、会社が建設を

行うべき高速道路を指定（複数の会社との協議制 。）

②社会資本整備審議会の意見を聴いた上で、建設を行うことができない理由が正当な

ものであると認めるときは、指定できない。

③民営化後原則として６月以内に、会社及び機構は、協定を締結し､それぞれ国土交通

大臣の事業許可､業務実施計画認可を受けなければならない。

【道路関係四公団民営化関係４法】
※平成16年3月9日閣議決定（国会提出）、6月2日成立、6月9日公布・一部施行

参１－４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

参１－５ 

＜平成13年＞
12月19日 「特殊法人等整理合理化計画」を閣議決定

＜平成14年＞
12月 ６日 道路関係四公団民営化推進委員会、総理に意見書を提出

12月12日 道路関係四公団民営化に関する政府与党申し合わせ

＜平成15年＞
４月12日 「高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する

法律」が成立（新直轄方式による高速自動車国道整備を導入）

12月22日 第５回 道路関係四公団民営化に関する政府・与党協議会

（民営化の基本的枠組みを決定）
・道路の建設・管理・料金徴収等を行う会社と、資産・債務の保有と債務
返済を行う機構を設立

・道路公団は３社に分割
・債務を民営化後４５年以内に返済し、無料開放
・高速自動車国道の有料残事業費を１０．５兆円に縮減、管理コストを３割
縮減

・抜本的見直し区間（５区間１４３km）を設定

・高速自動車国道料金を平均１割程度引き下げ
・会社の自主性を尊重した新規建設（事業中区間の協議制、新規区間の
申請主義）

12月25日 第１回 国土開発幹線自動車道建設会議
・２７区間６９９kmを新直轄方式に移行

＜平成16年＞

６月２日 道路関係四公団民営化関係４法案成立、６月９日公布・一部施行

＜平成17年＞
10月１日 高速道路株式会社（６社）と独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構が設立

【道路関係四公団民営化に関するこれまでの経緯】



参考－２

１．高規格幹線道路の定義

高規格幹線道路は、高速交通サービスを確保するために必要な道路で、全国的

な自動車交通網を構成する自動車専用道路をいう。

２．高規格幹線道路の整備体系

国土開発幹線自動車道建設法(国幹道法)

に基づく高規格幹線道路

国土開発幹線自動車道 ※：約11,520km

※Ｓ６２．国幹道法の改正により制定高 規 格 幹 線 道 路

(四全総閣議決定)

国土交通大臣の指定に基づく高規格幹線

道路

一般国道自動車専用道路 ：約 2,480km

うち、本州四国連絡道路：約 180km

（１）国幹道は、高規格幹線道路網14,000kmの枢要部分を構成し、地域の連携と

交流を促進し、地域の発展を支える基本的な施設として、多軸型国土構造を

形成する上で欠くことのできないもの。

（２）空港、港湾と有機的に連携し、人、物、情報の流れを効率化することによ

り、国際化に対応した我が国の経済構造の改革を進める上でも重要な役割を

果たす。

３．国幹道整備の法律体系

国幹道に関する計画法である国幹道法、管理法である高速自動車国道法、有料

道路整備のための法律である道路整備特別措置法（以下「特措法」という 、高）

速道路株式会社法（以下「会社法」という ）及び独立行政法人日本高速道路保。

有・債務返済機構法（以下「機構法」という ）の手続きの流れ並びに相互の関。

連は次の表のとおりとなっている。

参２－１

国土開発幹線自動車道(国幹道)の整備について



国土開発幹線自動車道の法的手続

国土開発幹線自動車道建設法 高 速 自 動 車 国 道 法 道 路 整 備 特 別 措 置 法

（昭和３２．４．１６） （昭和３２．４．２５） （昭和３１．３．１４）

高 速 道 路 株 式 会 社 法

（平成１６．６．９）
独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路
保 有 ・ 債 務 返 済 機 構 法

（平成１６．６．９）

国　　会 内　閣・会　議

告 示

告 示

議　　決 議　　決

基 礎 調 査

第１０条

予 定 路 線
（法定）
１．路線名
２．起終点
３．主たる経過地

第３条

基本計画

第５条
（国土交通大臣が決定）
１．建設線の区間
２．建設線の主たる経過地
３．標準車線数
４．設計速度
５．道路等との主たる連結地
６．建設主体

第５条

※会議の審議

新直轄方式による整備

第６条
高速自動車国道の新設等は国土交
通大臣が行う

※国土開発幹線自動道建設会議

会議の組織は
会 長：委員の互選
委 員：衆議院議員　６名
　　　 参議院議員　４名
　　　 学識経験者１０名（以内）
である。

公
表

意
見

路線の指定

第４条
（国土交通大臣政令立案）
１．路線名
２．起終点
３．重要な経過地
４．その他必要な事項

※会議の審議

整備計画

第５条
（国土交通大臣が決定）
１．経過する市町村名
２．車線数（区間毎）
３．設計速度（区間毎）
４．連結位置及び連結予定施設
５．工事に要する費用の概算額
６．その他必要な事項
 　（施行主体など）

※会議の審議
（１～５を対象）

予 定 路 線
（国土交通大臣が決定）
１．路線名
２．起終点
３．主たる経過地

第３条

※会議の審議

事業許可
特措法第３条
会社が行う有料道路事業に対す
る国土交通大臣の許可

新会社による整備

業務実施計画
機構法第１４条
機構と会社が作成する業務実施

計画を国土交通大臣が認可

協定
機構法第１３条、会社法第６条

機構と会社が締結

参２－２



　会社整備区間と新直轄方式に切り替わる区間の選定について

延長

（ｋｍ） 評 地 民 有料 無料

１．有料道路に適さない区間（料金収入で管理費が賄えない区間、有料Ｂ／Ｃが１未満の区間）

2 北海道縦貫自動車道 士別剣淵 ～ 名寄 24 D D D - - - - － － －

5 北海道横断自動車道　網走線 足寄 ～ 北見 79 D D D - - - - － － －

10 日本海沿岸東北自動車道 温海 ～ 鶴岡ＪＣＴ 26 D D D - - - - － － －

11 日本海沿岸東北自動車道 本荘 ～ 岩城 21 D D D - - - - － － －

52 中国横断自動車道　姫路鳥取線 智頭 ～ 鳥取 24 B B C - - - - － － －

53 中国横断自動車道　岡山米子線 米子 ～ 米子北 5 D D D - - - - － － －

54 中国横断自動車道　尾道松江線 尾道ＪＣＴ ～ 三次ＪＣＴ 50 C C C - - - - － － －

55 中国横断自動車道　尾道松江線 三次ＪＣＴ ～ 三刀屋木次 61 C C D - - - - － － －

２．有料道路になじみにくいと考えられる区間（評価結果が全て「Ｃ」以下）

7 東北横断自動車道　釜石秋田線 遠野 ～ 宮守 9 D D D - - - - － － －

8 東北横断自動車道　釜石秋田線 宮守 ～ 東和 24 D D D - - - - － － －

12 日本海沿岸東北自動車道 大館北 ～ 小坂ＪＣＴ 14 D D D - - - - － － －

14 東北中央自動車道 米沢 ～ 米沢北 9 D D D - - - - － － －

36 中部横断自動車道 佐久南 ～ 佐久ＪＣＴ 8 D D D - - - - － － －

51 中国横断自動車道　姫路鳥取線 佐用ＪＣＴ ～ 大原 19 D D D - - - - － － －

35 中部横断自動車道 八千穂 ～ 佐久南 15 D D C - - - - － － －

48 近畿自動車道　名古屋大阪線 亀山 ～ 伊勢関 3 C D C - - - - － － －

50 中国横断自動車道　姫路鳥取線 播磨新宮 ～ 山崎ＪＣＴ 12 C D C 0 3.34 3.47 19 有料方式 西会社 有料連続性 西会社

6 北海道横断自動車道　根室線 本別 ～ 釧路 65 C C C － － － － － － －

13 東北中央自動車道 福島ＪＣＴ ～ 米沢 28 C C C － － － － － － －

15 東北中央自動車道 南陽高畠 ～ 山形上山 24 C C C 0 3.24 4.26 27 いずれかの方式（有料方式） 東会社 採算性 東会社

16 東北中央自動車道 東根 ～ 尾花沢 23 C C C 4 2.44 3.70 18 いずれかの方式（新直轄方式） 新直轄方式

25 東海北陸自動車道 飛騨清見 ～ 白川郷 26 C C C 90 1.76 2.41 10 有料方式 中会社 近年供用 中会社

34 中部横断自動車道 増穂 ～ 南アルプス 6 C C C 91 3.02 7.21 14 有料方式 中会社 近年供用 中会社

45 近畿自動車道　名古屋神戸線 城陽 ～ 高槻第一ＪＣＴ 14 C C C 3 3.18 6.58 19 有料方式 西会社 無料では交通集中 西会社

46 近畿自動車道　名古屋神戸線 高槻第一ＪＣＴ ～ 神戸ＪＣＴ 40 C C C 1 1.46 3.16 34 有料方式 西会社 採算性 西会社

47 近畿自動車道　名古屋大阪線 名古屋南 ～ 高針ＪＣＴ 12 C C C 54 2.36 3.14 20 有料方式 中会社 近年供用 中会社

56 山陰自動車道 宍道ＪＣＴ ～ 出雲 18 C C C 67 1.96 3.46 9 有料方式 西会社 近年供用 西会社

59 四国横断自動車道 徳島 ～ 徳島ＪＣＴ ～ 鳴門ＪＣＴ 11 C C C 16 2.02 3.10 6 有料方式 西会社 有料連続性 西会社

60 四国横断自動車道 須崎新荘 ～ 窪川 22 C C C - - - - － － －

61 四国横断自動車道 宇和島北 ～ 西予宇和 16 C C C - - - - － － －

62 九州横断自動車道　延岡線 嘉島ＪＣＴ ～ 矢部 23 C C C - - - - － － －

64 東九州自動車道 椎田南 ～ 宇佐 28 C C C 0 2.30 3.97 31 有料方式 西会社 採算性 西会社

68 東九州自動車道 清武ＪＣＴ ～ 北郷 19 C C C - - - - － － －

３．その他の区間

3 北海道横断自動車道　根室線 余市 ～ 小樽ＪＣＴ 24 C C B 0 2.36 3.68 29 有料方式 東会社 採算性 東会社

日本海沿岸東北自動車道 中条 ～ 荒川 有料方式 東会社 近年供用 東会社

日本海沿岸東北自動車道 荒川 ～ 朝日 いずれかの方式 新直轄方式

18 常磐自動車道 新地 ～ 山元 16 C C B 0 2.72 8.51 30 有料方式 東会社 採算性 東会社

21 東関東自動車道　水戸線 鉾田 ～ 茨城ＪＣＴ 17 C B C 25 1.74 4.73 13 有料方式 東会社 近年供用 東会社

29 第二東海自動車道 長泉沼津 ～ 吉原ＪＣＴ 44 C C B 81 3.86 11.07 35 有料方式 中会社 採算性 中会社

38 近畿自動車道　紀勢線 白浜 ～ すさみ 24 C B C - - - - － － －

42 近畿自動車道　名古屋神戸線 菰野 ～ 亀山ＪＣＴ 18 C C B 0 5.63 11.47 66 有料方式 中会社 採算性 中会社

44 近畿自動車道　名古屋神戸線 大津ＪＣＴ ～ 城陽 25 C C B 1 3.42 10.41 62 有料方式 西会社 採算性 西会社

四国横断自動車道 小松島 ～ 徳島東 新直轄方式 新直轄方式

四国横断自動車道 徳島東 ～ 徳島ＪＣＴ 有料方式 西会社 有料連続性 西会社

東九州自動車道 津久見～佐伯 有料方式 西会社 近年供用 西会社

東九州自動車道 佐伯～蒲江 新直轄方式 新直轄方式

19 常磐自動車道 山元 ～ 亘理 12 B C B 83 4.47 9.95 48 有料方式 東会社 採算性 東会社

28 第二東海自動車道 御殿場ＪＣＴ ～ 長泉沼津 14 B C B 70 6.31 15.53 37 有料方式 中会社 採算性 中会社

63 東九州自動車道 苅田北九州空港（小倉ＪＣＴ） ～ 豊津 16(24) B C B 48 3.05 4.08 30 有料方式 西会社 採算性 西会社

66 東九州自動車道 蒲江 ～ 北川 26 B B C - - - - － － －

北海道縦貫自動車道 七飯 ～ 大沼 いずれかの方式 新直轄方式

北海道縦貫自動車道 大沼 ～ 国縫 有料方式 東会社 近年供用 東会社

4 北海道横断自動車道　根室線 夕張 ～ 十勝清水 81 B B B 49 2.33 3.00 18 有料方式 東会社 会社意見 東会社

17 常磐自動車道 常磐富岡 ～ 新地 55 B B B 35 1.92 4.89 31 有料方式 東会社 採算性 東会社

20 東関東自動車道　水戸線 三郷南（三郷） ～ 高谷ＪＣＴ 16(20) B B B 28 1.41 1.82 11 有料方式 東会社 無料では交通集中 東会社

26 第二東海自動車道 海老名南ＪＣＴ ～ 秦野 21 B B B 10 3.13 6.41 23 有料方式 中会社 採算性 中会社

近畿自動車道　紀勢線 みなべ ～ 田辺 有料方式 西会社 近年供用 西会社

近畿自動車道　紀勢線 田辺 ～ 白浜 いずれかの方式 新直轄方式

69 東九州自動車道 北郷 ～ 日南 9 B B B - - - - － － －

70 東九州自動車道 志布志 ～ 末吉財部 48 B B B - - - - － － －

31 第二東海自動車道 引佐ＪＣＴ ～ 豊田東ＪＣＴ（豊田東） 54(57) B B A 18 3.34 8.90 63 有料方式 中会社 採算性 中会社

中部横断自動車道 吉原ＪＣＴ ～ 富沢 有料方式 中会社 有料連続性 中会社

中部横断自動車道 富沢 ～ 六郷 新直轄方式 新直轄方式

中部横断自動車道 六郷 ～ 増穂 有料方式 中会社 会社意見 中会社

近畿自動車道　紀勢線 尾鷲北 ～ 紀伊長島 - - - - － － －

近畿自動車道　紀勢線 紀伊長島～紀勢 2.31 2.62 15 有料方式 中会社 会社意見 中会社

41 近畿自動車道　名古屋神戸線 四日市ＪＣＴ ～ 菰野 14 B B A 2 5.60 10.63 65 有料方式 中会社 採算性 中会社

57 四国横断自動車道 阿南 ～ 小松島 10 B A B - - - - － － －

27 第二東海自動車道 秦野 ～ 御殿場ＪＣＴ 33 A B A 0 4.03 9.35 57 有料方式 中会社 採算性 中会社

49 近畿自動車道　敦賀線 小浜西 ～ 敦賀ＪＣＴ 50 A A B 17 2.01 3.25 14 有料方式 中会社 西会社 会社意見 中・西会社

22 東関東自動車道　館山線 君津 ～ 富津中央（富津竹岡） 9(16) A A A 93 7.09 6.50 42 有料方式 東会社 採算性 東会社

23 北関東自動車道 伊勢崎 ～ 岩舟ＪＣＴ 39 A A A 67 8.16 14.07 74 有料方式 東会社 採算性 東会社

24 北関東自動車道 宇都宮上三川 ～ 友部 41 A A A 79 3.49 7.46 43 有料方式 東会社 採算性 東会社

30 第二東海自動車道 吉原ＪＣＴ ～ 引佐ＪＣＴ 89 A A A 77 3.63 9.20 43 有料方式 中会社 採算性 中会社

32 第二東海自動車道 豊田ＪＣＴ ～ 豊田南 7 A A A - - - - - - -

40 近畿自動車道　紀勢線 紀勢 ～ 大宮大台（勢和多気ＪＣＴ） 10(24) A A A 94 5.10 6.24 17 有料方式 中会社 近年供用 中会社

43 近畿自動車道　名古屋神戸線 亀山ＪＣＴ ～ 大津ＪＣＴ 41 A A A 89 5.27 11.89 64 有料方式 中会社 西会社 採算性 中・西会社

67 東九州自動車道 門川 ～ 西都 59 A A A 28 3.33 6.12 35 有料方式 西会社 採算性 西会社

　　は、第１回国幹会議を経て新直轄方式に切り替わった区間

　　は、平成１７年度末迄に供用した区間

　※ 検討対象区間は、既に新直轄方式に切り替わった区間及び平成１７年度末迄に供用する区間を除く

会社意見
（各会社が整備を希望するもの）

会社整備区間とする考え方ＮＯ 検 討 対 象 区 間　
※路　線　名

総合評価
(有料ケース)

39 31

B

9

58 12 C B

B A B

C

35 1.35

1.43C 0

2.50

30 C B C

2.43

2.87 6

B 47 1.73 4.58

36

9

3.89

2.8037 20 B B 24 1.82

1 78 B B

65 33 C B

2.4433 59 B A B 2 1.66 13

12

18

10

建設主体等
知事等意見

（国土交通省で要約）

従前の評価区間について、
H15.11.28に公表したもの 最新のｺｽﾄ削減を反映したもの

進捗率
(％)

H17年度末

Ｂ／Ｃ
採算性

（　）書き：前回事業評価時のＩＣ名及び延長

赤　字 　：平成１７年度末迄供用の区間を除いた事業中区間での変更後のＩＣ名及び延長

【進捗率・採算性の算出区間】
　平成１７年度末迄の供用区間を除く事業
　中の区間（変更後のＩＣ名）

【Ｂ／Ｃ（有料・無料）の算出区間】
　前回（H15.11.28公表したもの）と同じ区間
（変更前のＩＣ名）

評 ： 道路事業評価手法検討委員会の重み付け
地 ： 都道府県知事及び政令指定都市長による重み付け
民 ： 道路四公団民営化推進委員会による重み付け総合評価

「採算性」とは、投資限度額比率が20%以上のもの
「近年供用」とは、概ね５年以内に供用するもの
「無料では交通集中」とは、無料化による交通集中、あるいは、ＩＣ
　周辺に渋滞を誘発させる可能性のある区間
「有料連続性」とは、前後区間が供用中の有料道路となっている、
  あるいは、既存の有料道路とＪＣＴを介して接続しており実態上無料
  道路として供用できないもの
「会社意見」とは、会社が整備する意向を有する区間採算性（投資限度額比率）が20%を

下回る区間

［第１回国幹会議で新直轄方式に切り替わる区間を選定した際の区間分類を基に作成］

参
３
－
１

参
考
－
３なお、検討対象区間は、平成１５年１１月２８日に公表した事業評価時の区間単位であり、概ねジャンクション

単位で、事業進捗状況を考慮して設定されたもの



事業評価結果の更新（更なるコスト削減を反映）

費用対便益

無料ケース

全体
建設費

残建設費
（H15以降）

便益
全体建設費

借入金利
4％ケース

借入金利
0％ケース
（参考）

便益
全体建設費

全体
建設費

残建設費
（H18以降）

便益
全体建設費

借入金利
4％ケース

借入金利
0％ケース
（参考）

便益
全体建設費

（ｋｍ） （億円） （億円） （％） （％） （％） （億円） （億円） （％） （％） （％）

1  北海道縦貫自動車道  七飯 ～ 国縫 78 2,503 1,825 27 4.18 10 21 1.60 2.10 2,276 1,198 47 4.58 10 23 1.73 2.96
2  北海道縦貫自動車道  士別剣淵 ～ 名寄 24 374 369 1 2.32 - - 1.00 1.01 295 295 0 2.81 - - - -
3  北海道横断自動車道　根室線  余市 ～ 小樽ＪＣＴ 24 1,140 1,140 0 3.44 27 58 2.21 2.21 1,062 1,062 0 3.68 29 63 2.36 2.36
4  北海道横断自動車道　根室線  夕張 ～ 十勝清水 81 2,761 2,634 5 2.66 16 35 2.09 2.18 2,438 1,240 49 3.00 18 40 2.33 4.09
5  北海道横断自動車道　網走線  足寄 ～ 北見 79 1,316 1,315 0 1.12 - - 0.34 0.34 1,072 1,072 0 1.33 - - - -
6  北海道横断自動車道　根室線  本別 ～ 釧路 65 1,851 1,849 0 2.15 8 19 1.46 1.46 1,770 1,504 15 2.21 - - - -
7  東北横断自動車道　釜石秋田線  遠野 ～ 宮守 9 253 253 0 3.21 8 17 1.76 1.76 237 229 3 3.32 - - - -
8  東北横断自動車道　釜石秋田線  宮守 ～ 東和 24 856 845 1 2.30 11 24 1.44 1.46 772 673 13 2.49 - - - -
9  日本海沿岸東北自動車道  中条 ～ 朝日 30 1,339 1,178 12 2.28 5 11 1.09 1.22 1,056 685 35 2.87 6 14 1.35 1.96
10  日本海沿岸東北自動車道  温海 ～ 鶴岡ＪＣＴ 26 1,243 1,172 6 1.69 - - 0.50 0.53 1,117 760 32 1.86 - - - -
11  日本海沿岸東北自動車道  本荘 ～ 岩城 21 936 834 11 3.02 1 2 0.97 1.07 893 168 81 3.13 - - - -
12  日本海沿岸東北自動車道  大館北 ～ 小坂ＪＣＴ 14 843 814 3 1.42 6 13 1.04 1.07 705 503 29 1.67 - - - -
13  東北中央自動車道  福島ＪＣＴ ～ 米沢 28 1,740 1,687 3 2.19 9 20 1.06 1.09 1,549 1,245 20 2.43 - - - -
14  東北中央自動車道  米沢 ～ 米沢北 9 395 395 0 3.25 6 13 1.03 1.03 334 327 2 3.81 - - - -
15  東北中央自動車道  南陽高畠 ～ 山形上山 24 1,149 1,149 0 4.01 27 58 3.07 3.07 1,080 1,080 0 4.26 27 60 3.24 3.24
16  東北中央自動車道  東根 ～ 尾花沢 23 903 893 1 3.08 16 35 2.06 2.08 745 715 4 3.70 18 39 2.44 2.53
17  常磐自動車道  常磐富岡 ～ 新地 55 1,967 1,787 9 3.73 24 52 1.49 1.62 1,480 969 35 4.89 31 68 1.92 2.77
18  常磐自動車道  新地 ～ 山元 16 494 494 0 8.08 28 62 2.59 2.59 467 467 0 8.51 30 65 2.72 2.72
19  常磐自動車道  山元 ～ 亘理 12 459 344 25 7.06 32 71 3.24 4.21 321 54 83 9.95 48 104 4.47 16.81
20  東関東自動車道　水戸線  三郷南（三郷） ～ 高谷ＪＣＴ 16(20) 11,384 9,529 16 1.61 11 25 1.25 1.49 8,883 7,055 21 1.82 11 25 1.41 1.93
21  東関東自動車道　水戸線  鉾田 ～ 茨城ＪＣＴ 17 682 674 1 3.61 10 22 1.35 1.37 517 387 25 4.73 13 28 1.74 2.25
22  東関東自動車道　館山線  君津 ～ 富津中央（富津竹岡） 9(16) 800 367 54 6.10 47 103 6.68 13.10 459 51 89 6.50 43 93 7.09 43.89
23  北関東自動車道  伊勢崎 ～ 岩舟ＪＣＴ 39 2,741 2,088 24 11.63 62 135 6.83 8.70 2,247 741 67 14.07 75 163 8.16 19.94
24  北関東自動車道  宇都宮上三川 ～ 友部 41 1,912 1,494 22 6.70 39 84 3.15 3.94 1,709 360 79 7.46 43 95 3.49 12.18
25  東海北陸自動車道  飛騨清見 ～ 白川郷 26 1,814 1,102 39 2.33 10 21 1.70 2.70 1,750 174 90 2.41 10 21 1.76 11.68
26  第二東海自動車道  海老名南ＪＣＴ ～ 秦野 21 7,951 7,424 7 5.86 21 45 2.86 3.06 7,260 6,562 10 6.41 23 50 3.13 3.45
27  第二東海自動車道  秦野 ～ 御殿場ＪＣＴ 33 5,677 5,677 0 8.35 51 110 3.62 3.62 5,056 5,056 0 9.35 57 124 4.03 4.03
28  第二東海自動車道  御殿場ＪＣＴ ～ 長泉沼津 14 2,795 2,044 27 13.94 33 72 5.68 7.63 2,503 758 70 15.53 37 80 6.31 18.50
29  第二東海自動車道  長泉沼津 ～ 吉原ＪＣＴ 44 9,162 4,821 47 10.54 34 73 3.68 6.69 8,714 1,647 81 11.07 35 76 3.86 16.59
30  第二東海自動車道  吉原ＪＣＴ ～ 引佐ＪＣＴ 89 16,173 8,474 48 8.85 42 92 3.50 6.32 15,547 3,514 77 9.20 43 95 3.63 13.11
31  第二東海自動車道  引佐ＪＣＴ ～ 豊田東ＪＣＴ（豊田東） 54(57) 6,860 6,621 3 8.39 57 124 3.16 3.27 5,871 5,306 10 8.90 63 137 3.34 3.99
32  第二東海自動車道  豊田ＪＣＴ ～ 豊田南 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
33  中部横断自動車道  吉原ＪＣＴ ～ 増穂 59 4,341 4,323 0 2.37 13 27 1.61 1.62 4,223 4,158 2 2.44 13 28 1.66 1.68
34  中部横断自動車道  増穂 ～ 南アルプス 6 364 195 46 6.01 12 26 2.54 4.50 303 28 91 7.21 14 31 3.02 18.74
35  中部横断自動車道  八千穂 ～ 佐久南 15 583 583 0 3.52 14 30 1.98 1.98 513 497 3 3.92 - - - -
36  中部横断自動車道  佐久南 ～ 佐久ＪＣＴ 8 544 479 12 1.70 6 12 1.68 1.89 323 59 82 2.77 - - - -
37  近畿自動車道　紀勢線  みなべ ～ 白浜 20 1,196 1,126 6 2.49 16 36 1.63 1.72 1,061 809 24 2.80 18 39 1.82 2.34
38  近畿自動車道　紀勢線  白浜 ～ すさみ 24 1,323 1,323 0 1.74 4 9 1.01 1.01 1,206 1,190 1 1.88 - - - -
39  近畿自動車道　紀勢線  尾鷲北 ～ 紀伊長島 21 951 928 2 - -
39  近畿自動車道　紀勢線  紀伊長島 ～ 紀勢 10 585 544 7 15 32
40  近畿自動車道　紀勢線  紀勢 ～ 大宮大台（勢和多気ＪＣＴ） 10(24) 1,054 675 36 5.39 29 63 4.44 6.62 415 53 87 6.24 17 37 5.10 33.51
41  近畿自動車道　名古屋神戸線  四日市ＪＣＴ ～ 菰野 14 1,726 1,721 0 9.03 50 109 4.80 4.81 1,461 1,437 2 10.63 65 143 5.60 5.68
42  近畿自動車道　名古屋神戸線  菰野 ～ 亀山ＪＣＴ 18 2,450 2,450 0 8.50 48 105 4.24 4.24 1,798 1,798 0 11.47 66 144 5.63 5.63
43  近畿自動車道　名古屋神戸線  亀山ＪＣＴ ～ 大津ＪＣＴ 41 5,737 3,370 41 10.44 57 124 4.66 7.49 5,017 572 89 11.89 64 140 5.27 26.59
44  近畿自動車道　名古屋神戸線  大津ＪＣＴ ～ 城陽 25 5,151 5,110 1 6.70 39 86 2.24 2.26 3,273 3,225 1 10.41 62 135 3.42 3.47
45  近畿自動車道　名古屋神戸線  城陽 ～ 高槻第一ＪＣＴ 14 7,393 7,231 2 4.60 13 29 2.24 2.29 5,155 4,996 3 6.58 19 41 3.18 3.28
46  近畿自動車道　名古屋神戸線  高槻第一ＪＣＴ ～ 神戸ＪＣＴ 40 8,854 8,803 1 2.58 28 60 1.20 1.21 7,206 7,133 1 3.16 34 73 1.46 1.47
47  近畿自動車道　名古屋大阪線  名古屋南 ～ 高針ＪＣＴ 12 3,194 2,788 13 2.71 17 37 2.04 2.33 2,743 1,251 54 3.14 20 43 2.36 4.97
48  近畿自動車道　名古屋大阪線  亀山 ～ 伊勢関 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
49  近畿自動車道　敦賀線  小浜西 ～ 敦賀ＪＣＴ 50 3,077 2,959 4 2.94 12 26 1.83 1.90 2,773 2,311 17 3.25 14 30 2.01 2.38
50  中国横断自動車道　姫路鳥取線  播磨新宮 ～ 山崎ＪＣＴ 12 614 614 0 3.38 18 40 3.26 3.26 598 598 0 3.47 19 41 3.34 3.34
51  中国横断自動車道　姫路鳥取線  佐用ＪＣＴ ～ 大原 19 828 685 17 1.88 8 17 1.38 1.64 638 212 67 2.36 - - - -
52  中国横断自動車道　姫路鳥取線  智頭 ～ 鳥取 24 1,202 1,100 8 2.31 6 14 0.91 0.99 952 251 74 2.83 - - - -
53  中国横断自動車道　岡山米子線  米子 ～ 米子北 5 147 147 0 1.86 - - 0.69 0.69 120 120 0 2.25 - - - -
54  中国横断自動車道　尾道松江線  尾道ＪＣＴ ～ 三次ＪＣＴ 50 2,181 1,962 10 1.14 5 10 0.53 0.58 1,855 1,385 25 1.32 - - - -
55  中国横断自動車道　尾道松江線  三次ＪＣＴ ～ 三刀屋木次 61 2,341 2,293 2 1.30 6 13 0.91 0.93 2,154 1,924 11 1.39 - - - -
56  山陰自動車道  宍道ＪＣＴ ～ 出雲 18 884 813 8 2.59 7 15 1.49 1.61 655 218 67 3.46 9 20 1.96 4.92
57  四国横断自動車道  阿南 ～ 小松島 10 463 463 0 9.91 22 48 4.68 4.68 459 452 2 9.85 - - - -
58  四国横断自動車道  小松島 ～ 徳島ＪＣＴ 12 1,609 1,603 0 2.33 8 18 1.38 1.38 1,544 1,543 0 2.43 9 19 1.43 1.43
59  四国横断自動車道  徳島 ～ 徳島ＪＣＴ ～ 鳴門ＪＣＴ 11 1,328 1,324 0 2.50 5 11 1.64 1.64 1,071 900 16 3.10 6 14 2.02 2.38
60  四国横断自動車道  須崎新荘 ～ 窪川 22 1,044 1,022 2 2.17 9 19 1.10 1.13 945 746 21 2.34 - - - -
61  四国横断自動車道  宇和島北 ～ 西予宇和 16 700 650 7 2.68 12 26 1.51 1.62 644 451 30 2.82 - - - -
62  九州横断自動車道　延岡線  嘉島ＪＣＴ ～ 矢部 23 774 768 1 1.71 8 18 1.27 1.28 623 586 6 2.08 - - - -
63  東九州自動車道  苅田北九州空港（小倉ＪＣＴ） ～ 豊津 16(24) 1,653 1,361 18 3.82 31 67 2.87 3.43 895 792 12 4.08 30 65 3.05 5.55
64  東九州自動車道  椎田南 ～ 宇佐 28 1,052 1,052 0 3.89 30 65 2.25 2.25 1,030 1,030 0 3.97 31 68 2.30 2.30
65  東九州自動車道  津久見 ～ 蒲江 33 1,704 1,590 7 3.43 11 23 2.22 2.37 1,497 963 36 3.89 12 27 2.50 3.74
66  東九州自動車道  蒲江 ～ 北川 26 1,063 1,063 0 3.33 5 11 1.23 1.23 938 920 2 3.70 - - - -
67  東九州自動車道  門川 ～ 西都 59 2,279 2,097 8 5.18 29 64 2.84 3.06 1,911 1,373 28 6.12 35 77 3.33 4.45
68  東九州自動車道  清武ＪＣＴ ～ 北郷 19 870 866 0 3.44 13 29 1.89 1.90 736 709 4 4.01 - - - -
69  東九州自動車道  北郷 ～ 日南 9 233 233 0 5.41 22 47 2.26 2.26 200 193 4 6.07 - - - -
70  東九州自動車道  志布志 ～ 末吉財部 48 1,616 1,577 2 2.19 10 21 1.39 1.42 1,379 1,225 11 2.50 - - - -

　　　は、第１回国幹会議を経て新直轄方式に切り替わった区間
　　　は、平成１７年度末迄に供用した区間

　　　　　　 業中区間での変更後のＩＣ名及び延長
    （  ）書き：前回事業評価時のＩＣ名及び延長

更なるコスト削減後

便益
残建設費
(H15以降)

H15.11.28公表

有料ケース

採 算 性
（投資限度額比率）

費 用 対 便 益

進捗率

費 用 対 便 益

※ 区間については、平成１７年度末での未供用区間を対象

　　赤　字　　：平成１７年度末迄供用の区間を除いた事

路　線　名 　区　間　
※

延長

建　設　費
費用対便益

無料ケース 有料ケース
建　設　費

30 2.15

進捗率

採 算 性
（投資限度額比率）

2.16

便益
残建設費
(H18以降)

1,661 1,652 1 2.43 14 2.62 2.372.31

　○ 建設費　Ｈ１５．３のコスト削減計画（３．８兆円）を踏まえたもの。
　○ 進捗率　全体事業費に対する平成１４年度末迄の事業執行額の比率。
　○ 将来交通量 、費用対便益 、外部効果
　　　　有料ケース：整備計画９，３４２ｋｍを全て有料で整備した場合
　　　　無料ケース：Ｈ１５迄供用予定区間（７，３４３ｋｍ）を有料、残る整備計画区間（１，９９９ｋｍ）を無料で整備した場合
　○ 採算性　投資限度額比率とは、料金収入で返済できる建設費の割合。
　　　　　　　　　「－」となっている区間は、料金収入で管理費を賄えない区間。
　○ 費用対便益　全体建設費：全体建設費を対象として算出した費用対便益
　　　　　　　　　　　 残建設費（H15以降）：進捗率を考慮し、残建設費を対象として算出した費用対便益

　○ 建設費　更なるコスト削減を考慮したもの
　○ 進捗率　全体事業費に対する平成１７年度末迄の投資額の比率。
　○ 将来交通量 、外部効果〔Ｈ１５．１１．２８公表と同じ〕
　　　　有料ケース：整備計画９，３４２ｋｍを全て有料で整備した場合
　　　　無料ケース：Ｈ１５迄供用予定区間（７，３４３ｋｍ）を有料、残る整備計画区間（１，９９９ｋｍ）を無料で整備した場合
　○ 採算性　投資限度額比率とは、料金収入で返済できる建設費の割合で、事業中区間のみを対象。
　○ 費用対便益　Ｈ１５．１１．２８と同じ区間を対象として算出。
　　　　　　　　　　　 全体建設費：全体建設費を対象として算出した費用対便益
　　　　　　　　　　　 残建設費（H18以降）：進捗率を考慮し、残建設費を対象として算出した費用対便益

※近畿自動車道　紀勢線　「尾鷲北～紀伊長島」、「紀伊長島～紀勢」については、Ｈ１５評価区間である「尾鷲北～紀勢」の全区間の便益及び維持管理費より算出 参３－２

なお、区間は、平成１５年１１月２８日に公表した事業評価時の
区間単位であり、概ねジャンクション単位で、事業進捗状況を
考慮して設定されたもの



 

（参考）各高速道路株式会社からの意見 

 

東日本高速道路株式会社  
今後の高速道路建設について  
 
東日本高速道路株式会社は、今後の会社の実施する高速道路建設につい

て試算、検討した結果、別紙※１の区間等を建設する意向があることを報告

します。  
なお、事業実施については、以下のとおり意見を申し添えます。  

・ 新設区間の債務引渡し額、計画管理費などについては協定締結までに精

査が必要であること。  
 
・ ５年以内の供用を目途に直轄事業として整備が進められている仙台北

部道路（利府しらかし台ＩＣ～富谷ＩＣ間）については、利用者の利便

性や効率的な道路管理などの観点から、将来、東日本高速道路株式会社

で有料道路として建設・管理を行うことが適切であること。  
 

別紙※１  
○  高速自動車国道（新設）  

路  線  名  区 間  延長
（km）

北海道縦貫自動車道  函館名寄線  大沼～国縫  ６８  
余市～小樽 JCT ２４  

北海道横断自動車道  黒松内釧路線  
夕張～十勝清水  ８１  

日本海沿岸東北自動車道  中条～荒川  １０  
東北中央自動車道  相馬尾花沢線  南陽高畠～山形上山  ２４  
常磐自動車道  常磐富岡～亘理  ８３  
東関東自動車道  千葉富津線  君津～富津中央   ９  

三郷南～高谷 JCT １６  
東関東自動車道  水戸線  

鉾田～茨城 JCT １７  
伊勢崎～岩舟 JCT ３９  

北関東自動車道  
宇都宮上三川～友部  ４１  

合 計   ４１２

○  高速自動車国道（改築）  

路  線  名  区 間  延長
（km）

いわき JCT～いわき三和   ４  
東北横断自動車道  いわき新潟線  

差塩 PA～郡山東  ２３  
関越自動車道  上越線  豊田飯山～信濃町   ９  

合 計   ３６  
※上記のほか、現行整備計画に位置付けられている改築箇所がある。 

参３－３  



 

○  一般有料道路（新設）  

路  線  名  区 間  延長
（km）  

一般国道 16 号（横浜横須賀道路） 佐原～馬堀海岸   ４  
一般国道 468 号（横浜横須賀道路） 釜利谷 JCT～戸塚   ９  

八王子北～あきる野  0.4 
鶴ヶ島 JCT～久喜白岡
JCT ２８  

つくば～つくば JCT  ４  

一般国道 468 号（首都圏中央連絡自
動車道）  

つくば牛久～江戸崎  １８  
一般国道 468 号（東京湾横断・木更
津東金道路）  木更津 JCT～東金  ５０  

合 計   １１３  
 
○  一般有料道路（改築）  

路  線  名  区 間  延長

（km）  
一般国道 16 号（横浜横須賀道路） 釜利谷 JCT～並木   ４  
一般国道 126 号（千葉東金道路）  東金～松尾横芝  １６  

合 計   ２０  
※上記のほか、現行事業許可に位置付けられている改築箇所がある。 

参３－４  



 

 

 

中日本高速道路株式会社  
中日本高速道路株式会社が建設をおこなうべき路線及び区間について  
 
標記について、検討を行いました結果、別紙のとおり意見をとりまとめ

ましたので提出します。  
（別紙）  
１．今後の高速道路の建設については、以下の２．についての取り組み

が必要と考えているところであるが、国において検討がなされ所要の

措置がとられることを期待し、別添※２の全区間及び新規の首都圏中央

連絡自動車道（西久保～海老名南）について、有料道路ネットワーク

の連続性、リダンダンシィ、費用対効果、工事等の進捗状況ならびに

償還の見通し等を総合的に勘案した結果、引き続き、弊社において建

設していくこととしたい。  
２．（１）第二東海自動車道（海老名南～御殿場）について  
当該区間の整備効果を有効に発揮させるため、また、償還を確実なも

のとするため、首都圏側の受け皿となる首都圏中央連絡自動車道（新湘

南バイパス以東区間）を当該区間の完成までに完成させること  
 
（２）その他取り組みが必要と考えられる事項について  
①暫定２車線区間の４車線化について  
交通安全向上の観点から暫定 2 車線全区間（４車化事業中の区間を除

く）について４車線化が必要であると考えられるが、別添の全区間の建

設と併せて会社で全てを実施することは、償還の確実性の観点から困難

であることに鑑み、４車線化の今後の整備方針について検討を行い、所

要の措置を講じること  
 
②スマートインターチェンジについて  
お客様サービスの向上、関連事業の発展に資するスマートインターチ

ェンジの設置は積極的に推進する必要があると考えられるが、別添の全

区間の建設と併せて会社で全てを実施することは、償還の確実性の観点

から困難であることに鑑み、今後必要となる制度について検討を行い、

所要の措置を講じること  
 
③全国路線網に含まれる一般有料道路の料金について  
当該道路は高速自動車国道との一体的な利用がなされているが、高速

自動車国道より料金レベルが高い等のサービス内容の格差がある。その

ため、お客様サービス向上の観点から、格差是正を図る必要があると考

えられるが、別添の全区間の建設と併せて、格差是正を全て実施するこ

とは、償還の確実性の観点から困難であることに鑑み、今後必要となる

対応方針について検討を行い、所要の措置を講じること  

参３－５  



 

別添※２  
○高速自動車国道  

路線名  区 間  
東海北陸自動車道  飛騨清見～白川郷  
第二東海自動車道  海老名南ＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ  
中部横断自動車道  吉原ＪＣＴ～富沢  

六郷～南アルプス  
近畿自動車道 名古屋大阪線  名古屋南～高針ＪＣＴ  
近畿自動車道 名古屋神戸線  四日市ＪＣＴ～甲賀土山  
近畿自動車道 紀勢線  紀伊長島～大宮大台  
近畿自動車道 敦賀線  小浜～敦賀ＪＣＴ  
上記の他、現行整備計画に位置付けられている改築箇所がある。  
 
○一般有料道路  

路線名  区 間  
一般国道１号 新湘南バイパス  茅ヶ崎海岸～大磯  
一般国道４６８号 首都圏中央連

絡自動車道  
海老名北～あきる野  

上記の他、現行事業許可に位置付けられている改築箇所がある。  

参３－６  



 

 
 

西日本高速道路株式会社  

西日本高速道路株式会社が建設を行うべき路線及び区間について  
 
標記について検討を行った結果、別紙※３のとおり当社が建設を行うべき

路線・区間についてとりまとめましたので提出いたします。  
なお、事業実施については、以下のとおり意見を申し添えます。  

 
・新設区間の完成時期、債務引受額、管理費など適切な事業運営が可能と

なる協定の締結が必要である。  
 
・新設事業（会社が実施する建設区間）について、用地取得及び文化財調

査は、全体工程に及ぼす影響が大きく地元自治体などの確実な協力を得

られることが不可欠である。  
 
・特に、抜本的見直し区間については、コスト削減を行いつつ効率的な事

業運営を図るため、新設事業と地域計画及び関連する道路などとの十分

な調整及び相互協力が必要である。  

 

参３－７  



 

別紙※３  
会社が建設を行うべき路線・区間について  

 
○高速自動車国道  

路線名  区間  
近畿自動車道 名古屋神戸線  甲賀土山～大津ＪＣＴ  
近畿自動車道 名古屋神戸線  大津ＪＣＴ～城陽  
近畿自動車道 名古屋神戸線  城陽～八幡  
近畿自動車道 名古屋神戸線  八幡～高槻第一ＪＣＴ  
近畿自動車道 名古屋神戸線  高槻第一ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ  
近畿自動車道 紀勢線  みなべ～田辺  
近畿自動車道 敦賀線  小浜西～小浜  
中国横断自動車道 姫路鳥取線  播磨新宮～山崎ＪＣＴ  
山陰自動車道 鳥取益田線  宍道ＪＣＴ～出雲  
四国横断自動車道 阿南中村線  徳島東～徳島ＪＣＴ  
四国横断自動車道 阿南中村線  徳島～徳島ＪＣＴ～鳴門ＪＣＴ  
東九州自動車道  北九州ＪＣＴ～豊津  
東九州自動車道  椎田南～宇佐  
東九州自動車道  津久見～佐伯  
東九州自動車道  門川～西都  

その他改築事業  
守口ＪＣＴ※、その他現行整備計画

に位置付けられている改築箇所  
※阪神高速道路（株）と施行分担により実施  

○一般有料道路  
路線名  区間  

一般国道１号 第二京阪道路  枚方東～門真ＪＣＴ  
一般国道１号 第二京阪道路（洛南

連絡道路）  
巨椋池ＴＢ～巨椋池  

一般国道４７８号 京都縦貫自動
車道  沓掛～大山崎ＪＣＴ  

一般国道４９７号 佐世保道路  佐世保～佐世保みなと  
その他改築事業  その他現行事業許可に位置付けら

れている改築箇所  
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（参考）基本計画における建設主体

区分 現行建設主体 今後建設主体 区間数

国土交通大臣 国土交通大臣（変更せず） ８区間

日本道路公団 国土交通大臣 ３区間

国土交通大臣又は
日本道路公団

国土交通大臣 １区間

日本道路公団 ○○日本高速道路株式会社 １０７区間

日本道路公団
○○日本高速道路株式会社又は
△△日本高速道路株式会社

５区間

日本道路公団
国土交通大臣又は
○○日本高速道路株式会社

３区間

国土交通大臣又は
日本道路公団

国土交通大臣又は
○○日本高速道路株式会社

８区間

日本道路公団 国土交通大臣又は会社 ８区間

国土交通大臣又は
日本道路公団

国土交通大臣又は会社 ５区間

⑤未整備計画区間 日本道路公団 国土交通大臣又は会社 ３５区間

１８３区間
１７５区間

注）「会社」とは、高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する会社。

※１ 今次国幹会議で新たに新直轄方式に切り替わる区間。

※２ 下段（　）は、今次国幹会議にて建設主体を変更する区間。

合　計

③有料区間及び新
直轄区間の両方を
含む区間

④未整備計画区間
及び整備計画済み
区間の両方を含む
区間

①新直轄単独区間
（事業中）

②有料単独区間
（供用中及び事業中）

※１

※１

※２

※１

（　　　　　　　）
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コスト削減について

７．５兆円７．５兆円

２０兆円 （Ｈ１５以降残）

コスト削減 ：４兆円

コスト削減 ：２．５兆円

＜新直轄方式＞＜新直轄方式＞

３兆円３兆円

＜有料道路事業＞＜有料道路事業＞

対象：１，１５３ｋｍ

（H18以降残事業費） （全体事業費）

第１回国幹会議にて反映
（H15.12.25）

・インターチェンジやジャンクションのコンパクト化
・施工形態の見直し（例．６車線区間の４車線施工への変更）
・ＴＢＭ等の新技術の活用による施工方法の見直し 等

【具体的な削減メニュー】

１６兆円

•第２回国幹会議にて反映（H18.2.7）

【具体的な削減メニュー】

・設計速度の見直し等による道路構造・規格の見直し

・ＥＴＣ普及に伴う本線料金所の拡張計画の廃止

・堀割構造など特殊構造物区間の構造見直し 等

対象： ８２２ｋｍ

Ｈ１５～Ｈ１７執行額：３兆円

• H15.12.22政府・与党申し合わせ
にて決定

参考－４

参４－１

【コスト削減と事業費のイメージ】



1．新規路線における構造・規格の見直し
項目 代表的なメニュー 削減額（億円）

①構造・規格の見直し
・設計速度の見直し等による道路の構造・規格の見直し
・暫定施工時の道路幅員の縮小 4,050

②特殊構造物区間の構造の見直し ・堀割構造など特殊構造物区間の構造の見直し 580

２．大規模改築事業等の見直し
項目 代表的なメニュー 削減額（億円）

①大規模改築事業の見直し

・ETC普及に伴う本線料金所の拡張計画の廃止
・情報板の活用によるSA・PAの駐車場の拡張計画の廃止
・最新の施工技術を踏まえた追加的な軟弱地盤対策等の
  見直し

6,920

②連絡等施設の段階的整備
・代替機能が確保されるジャンクション整備の一部方向の
  先送り 490

３．技術開発等に伴う事業費見直し
項目 代表的なメニュー 削減額（億円）

①調査設計技術の精度向上に伴う
コスト削減

・調査や設計技術の向上に伴い、必要事業費の見積もりの
  精度向上等を図ることによるコスト削減 4,880

②技術基準の見直し、技術開発 ・技術基準の見直しや新技術の開発に伴うコスト削減 440

４．積算・契約方法の見直し
項目 代表的なメニュー 削減額（億円）

①民間企業における例を参考にし
た新たな契約方式の採用

・技術提案型合意方式などの新しい発注方式の採用や入
  札時VE方式の拡大 2,720

②最新の施工技術を反映させた積
算の採用等

・最新の施工技術による工事費削減効果を反映した積算の
  採用 2,170

５．事業区分等の見直し
項目 代表的なメニュー 削減額（億円）

事業区分等の見直し
・ジャンクション部分の事業区分の見直し
・料金徴収施設や休憩施設の負担区分の見直し 2,470

 

計 24,720

【高速自動車国道（会社整備区間）の更なるコスト削減の概要】

参４－２



コスト削減事例

削減項目 構造・規格の見直し

代表的なメニュー
設計速度の見直し等による道路の構造・規格の見直し
【例．第二東名・第二名神の暫定施工時の幅員を縮小　約１,２００億円の削減】

25.00m

23.50m

土工部の例

▲1.5ｍ

第二東名神の暫定施
工時の幅員を縮小する
ことによって工事費の
削減

参
４
－
３

3.00 3.50 3.75 4.50 3.75 3.50 3.00

3.502.50 3.50 4.50 3.50 3.50 2.50



コスト削減事例

削減項目 特殊構造物区間の構造の見直し

代表的なメニュー
掘割構造など特殊構造物区間の構造見直し
【例．東京外環の半地下構造区間の避難通路を非常階段に構造変更　約２００億円の削減】

半地下構造区間の避難通路を
４００m毎の非常階段に構造変更
することによるコスト削減

避難階段及び一時待避所イメージ図

参
４
－
４

当初計画 見直し

見直し



コスト削減事例

削減項目 大規模改築事業の見直し

代表的なメニュー
ＥＴＣ普及に伴う本線料金所の拡張計画の廃止
【例．近畿道八尾本線料金所　約４０億円の削減】

ＥＴＣ普及率７０％の場合

ＥＴＣの普及により、ＥＴＣレーンを増
設することで、本線料金所の拡幅計画を
廃止し、削減を図る。

本線本線 本線

本線 本線 本線

拡幅

ETCETC ETCETC

ETCETC ETCETC

ﾚｰﾝ数を増設

E
T
C

ＥＴＣ普及率５０％の場合

E
T
C

E
T
C

E
T
C

ブース増設

本線拡幅

本線 本線 本線
ETCETCETCETC

E
T
C

E
T
C

E
T
C

E
T
C

本線 本線 本線ETCETC ETCETCETC

【必要ブース数】

   ETC普及率　５０％　　 ７０％

   ETCレーン　 ４ﾚｰﾝ　　 ５ﾚｰﾝ
 一般レーン 　６ﾚｰﾝ　   ３ﾚｰﾝ

　　　    計　　   １０ﾚｰﾝ　　８ﾚｰﾝ

２レーンの削減

【参考】１ブースあたり処理能力

< 処理能力が約３．５倍増 >

   一般料金所　　２３０台／ｈ

　　　　　　　　↓
    ETC料金所　　８００台／ｈ

E
T
C

参
４
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北海道縦貫自動車道
しべつけんぶち　　　　　　　　　　　なよろ

士別剣淵～名寄

２４km
北海道横断自動車道

あしょろ　　　　　　　　　きたみ

足寄～北見

７９km

中国横断自動車道
よなご　　　　　　　　　　よなごきた

米子～米子北

５km

近畿自動車道　名古屋神戸線
やわた　　　　　　　　　たかつき

八幡～高槻

１０km

近畿自動車道　名古屋神戸線
おおつ　　　　　　　　　　　じょうよう

大津～城陽

２５km

凡　例

：有料区間

：新直轄区間

平成１８年２月７日

参５－１

　「抜本的見直し区間」について 参考－５



近畿自動車道名古屋神戸線（大津～城陽・八幡～高槻）
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北海道縦貫自動車道　士別～名寄

　　　　  たよろちょう

士別市多寄町付近

整備着手区間（１２ｋｍ）

　士別～多寄町（一般国道４０号）

４０～５０ｋｍ／ｈ

 平均間隔 ４２０ｍ

 最小間隔 　８０ｍ

３７．１ｋｍ／ｈ

３３．６ｋｍ／ｈ

　９．３％

走行速度

規制速度

信号間隔

 夏期（４～１１月）最低時

 冬季（１２～３月）最低時

 夏期・冬季速度低減率

至

旭
川

参５－３



北海道横断自動車道　足寄～北見

　　　   しょうとしべつ

陸別町小利別付近

整備着手区間（２８ｋｍ）

北海道横断自動車道　足寄～北見

国道２４２号

　陸別町
りくべつちょう

 小利別
しょうとしべつ

～北見
きた み

　（一般国道242号～北見置戸線）

  現道の区間延長 ４０．５ｋｍ

（高速と比べた延長増と所要時間増）

４０～６０ｋｍ／ｈ

　２箇所

　６箇所

※曲線半径150m、縦断勾配5%は、設計速度60km/h時の最低値

（約13km、約23分）

道路線形

規制速度

 曲線半径150m以下の平面線形
※

 ５％以上の縦断勾配
※

参５－４

(仮)訓子府IC陸　別　町
(仮)陸別IC

足寄IC

(仮)北見IC

Ｌ＝７９ｋｍ



米子市

安来市

中国横断自動車道岡山米子線 米子～米子北 Ｌ＝５ｋｍ

中国横断自動車道岡山米子線 米子～米子北

至鳥取

至岡山

至境港

至松江

至鳥取

至松江

2/4 L=19km

安来道路

日吉津村（仮）米子北IC

米子IC

大山町

名和・淀江道路
2/4 L=8km
(事業中）

2/4 L=14km

米子道路

伯耆町

0 2000 30001000

参５－５



 

  

 

 

現在、日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」）と東日本・中日本・

西日本高速道路株式会社（以下「会社」）において協定締結に向けた協議を実施

中であり、本資料は、現時点において機構及び会社が想定している前提条件を

基に、高速自動車国道についての債務返済見通しを試算したものである。 

今回の基本計画及び整備計画の変更（会社整備区間の選定、2.5 兆円のコスト

削減）を踏まえると、以下の前提条件のもとで、高速自動車国道の債務を民営

化後 45 年以内で返済することが可能である。 

 

＜債務返済見通し試算にあたっての前提条件＞ 

 

１．機構  

①民営化時点（平成 17 年 10 月 1 日）における機構の債務残高（高速自動車国

道分）は約 24.2 兆円（精査中）。（有利子債務約 22.3 兆円（精査中）、出資金

約 1.8 兆円（精査中））  ※四捨五入の関係で端数が合わない。 

 

②将来の調達コストは次のとおり。（会社も同率） 

（平成 18 年度：2.34%、平成 19 年度：3.00%、平成 20 年度：3.50%、平成 21 年

度以降：4.00%） 

 

２．会社 

①毎年度の料金収入は、国土交通省が算出した交通需要推計値（中位ケース）

の伸びと新規供用による延長の伸びを踏まえ、現行の料金体系・料金水準・

割引制度をもとに算出。 

ETC 利用率は、平成 18 年度期首 70％、平成 32 年度期首 90％。 

 

②計画管理費は、平成 17 年度までに達成した３割コスト削減（対平成 14 年度

予算）を踏まえつつ、新規供用による延長増や経年的な老朽化に伴い必要と

なる経費を計上。 

 

参考－６

高速自動車国道（会社整備区間）の債務返済見通し

参６－１



 

③建設費は、平成 18 年度以降の残事業費約 7.4 兆円。これに、平成 17 年度末

契約済工事の平成18年度以降支出額約0.8兆円をあわせて約8.2兆円で試算。

なお、投資パターンは、協定締結を受けて確定するものであるが、機構の有

利子債務残高が民営化時点を上回らないような想定値を計上。 

 ※第二名神の「抜本的見直し区間」は、主要な周辺ネットワークの供用後に

おける交通状況等を見て、改めてその着工について判断することとしてい

る。（なお、当該区間を着工した場合に、45 年以内の債務返済を確認するた

め、当該区間の残事業費も含めて算出している） 

 

④修繕費は、平成 17 年度までに達成した３割コスト削減（対平成 14 年度予算）

を踏まえつつ、新規供用による延長増に伴う経費、経年的な老朽化に伴う新

たな更新経費を計上。 

また、災害復旧費については、過去 10 年間の全国平均（18 億円／年）の 5年

分を 5年ごとに計上。 

 

⑤機構への毎年度の引渡し債務については、現時点における会社の想定値を計

上。 
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高速自動車国道の債務返済見通しの試算（日本高速道路保有・債務返済機構）
（単位：１０億円）

収入

有利子債務（注１） 出資金 計 貸付料等（注３） 支払利息等（注４）

1 18 21,829 1,847 23,676 179 1,355 431

2 19 21,084 1,847 22,930 327 1,370 408

3 20 20,448 1,847 22,295 563 1,398 410

4 21 20,024 1,847 21,870 479 1,418 434

5 22 19,518 1,847 21,365 458 1,425 465

6 23 19,016 1,847 20,862 725 1,428 476

7 24 18,787 1,847 20,634 1,717 1,429 465

8 25 19,541 1,847 21,387 157 1,450 620

9 26 18,868 1,847 20,715 1,426 1,447 597

10 27 19,444 1,847 21,291 1,169 1,477 671

11 28 19,808 1,847 21,654 448 1,439 748

12 29 19,564 1,847 21,411 309 1,450 776

13 30 19,199 1,847 21,046 2,137 1,458 711

14 31 20,590 1,847 22,437 179 1,486 853

15 32 20,136 1,847 21,983 2,296 1,492 755

16 33 21,695 1,847 23,542 113 1,500 902

17 34 21,211 1,847 23,058 105 1,498 885

18 35 20,703 1,847 22,549 107 1,502 865

19 36 20,172 1,847 22,019 108 1,496 845

20 37 19,629 1,847 21,476 108 1,491 824

21 38 19,070 1,847 20,917 118 1,489 801

22 39 18,500 1,847 20,347 109 1,494 779

23 40 17,894 1,847 19,741 110 1,487 754

24 41 17,272 1,847 19,119 110 1,487 729

25 42 16,625 1,847 18,472 111 1,484 703

26 43 15,955 1,847 17,802 120 1,484 676

27 44 15,268 1,847 17,114 111 1,472 649

28 45 14,556 1,847 16,402 111 1,466 621

29 46 13,822 1,847 15,668 111 1,460 592

30 47 13,065 1,847 14,911 112 1,457 561

31 48 12,281 1,847 14,127 121 1,447 529

32 49 11,484 1,847 13,331 112 1,438 498

33 50 10,655 1,847 12,502 112 1,428 464

34 51 9,803 1,847 11,650 112 1,426 430

35 52 8,920 1,847 10,766 112 1,412 394

36 53 8,014 1,847 9,860 121 1,409 357

37 54 7,083 1,847 8,930 112 1,404 321

38 55 6,112 1,847 7,958 112 1,403 282

39 56 5,102 1,847 6,949 112 1,392 241

40 57 4,063 1,847 5,910 112 1,384 199

41 58 2,990 1,847 4,837 121 1,380 156

42 59 1,887 1,847 3,734 111 1,382 112

43 60 728 1,847 2,575 111 1,374 66

44 61 0 1,378 1,378 111 1,370 62

45 62 0 181 181 55 250 14

46 63 0 0 0
注１）

注２）

注３） 貸付料等には連結料・占用料に伴う収入を含む
注４） 支払利息等には機構の管理費・納付消費税を含む

第二名神の「抜本的見直し区間」は、主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めてそ
の着工について判断することとしている。（なお、当該区間を着工した場合に、45年以内の債務返済を確認する
ため、当該区間の残事業費も含めて算出している）

支出

年度年数
会社からの引受

債務（注２）

債務残高（期首）

民営化時点(H17.10.1)の機構の債務残高は、241,940億円（有利子債務223,470億円、出資金18,470億円）(精査
中)
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（単位：１０億円）

うち新たな
更新経費

1 18 1,728 160 108 107 1,352 654 73 0 9 179

2 19 1,743 159 109 108 1,367 817 77 0 0 327

3 20 1,771 158 110 108 1,395 829 69 0 0 563

4 21 1,794 157 112 111 1,415 840 67 0 0 479

5 22 1,815 163 113 116 1,422 901 71 0 0 458

6 23 1,824 167 114 117 1,426 935 74 3 9 725

7 24 1,839 177 115 120 1,427 910 80 7 0 1,717

8 25 1,861 177 116 121 1,447 717 83 10 0 157

9 26 1,865 182 117 123 1,444 792 88 12 0 1,426

10 27 1,901 183 118 126 1,474 720 90 14 0 1,169

11 28 1,865 185 118 127 1,436 556 93 16 9 448

12 29 1,878 186 118 126 1,447 487 96 17 0 309

13 30 1,890 190 119 126 1,455 572 100 19 0 2,137

14 31 1,922 192 119 127 1,484 278 101 20 0 179

15 32 1,932 196 120 127 1,489 370 104 22 0 2,296

16 33 1,940 196 120 127 1,497 0 104 22 9 113

17 34 1,939 196 120 127 1,495 0 105 22 0 105

18 35 1,942 197 120 126 1,499 0 107 23 0 107

19 36 1,936 197 120 126 1,493 0 108 24 0 108

20 37 1,935 197 120 129 1,488 0 108 25 0 108

21 38 1,933 198 120 129 1,487 0 109 25 9 118

22 39 1,937 198 120 129 1,491 0 109 25 0 109

23 40 1,931 198 119 129 1,484 0 110 26 0 110

24 41 1,929 199 119 127 1,484 0 110 26 0 110

25 42 1,928 199 119 128 1,481 0 111 27 0 111

26 43 1,926 199 119 127 1,481 0 111 27 9 120

27 44 1,914 199 119 126 1,469 0 111 27 0 111

28 45 1,907 199 119 125 1,463 0 111 27 0 111

29 46 1,899 199 119 124 1,457 0 111 27 0 111

30 47 1,897 199 119 125 1,454 0 112 28 0 112

31 48 1,885 199 119 124 1,444 0 112 28 9 121

32 49 1,878 199 119 125 1,435 0 112 28 0 112

33 50 1,871 199 118 129 1,425 0 112 28 0 112

34 51 1,869 199 118 129 1,423 0 112 28 0 112

35 52 1,857 199 118 130 1,409 0 112 28 0 112

36 53 1,850 199 118 127 1,406 0 112 28 9 121

37 54 1,843 199 118 126 1,401 0 112 28 0 112

38 55 1,842 198 118 126 1,400 0 112 28 0 112

39 56 1,830 198 118 125 1,389 0 112 28 0 112

40 57 1,824 198 118 127 1,381 0 112 28 0 112

41 58 1,817 198 117 125 1,377 0 112 28 9 121

42 59 1,816 198 117 121 1,379 0 111 28 0 111

43 60 1,804 198 117 118 1,371 0 111 28 0 111

44 61 1,798 198 117 116 1,367 0 111 28 0 111

45 62 447 49 29 117 250 0 55 7 0 55

46 63
（注１） 建設中の一般管理費・金利を含む
（注２） 建設費には、新設・改築費、新設・改築に係る建設中の一般管理費・金利が含まれる

高速自動車国道の債務返済見通しの試算（東日本・中日本・西日本高速道路株式会社 合計）

機構への
引渡し債務災害復旧費

年数 年度 料金収入 修繕費

維持管理費 業務管理費 一般管理費

第二名神の「抜本的見直し区間」は、主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めてその着工について判
断することとしている。（なお、当該区間を着工した場合に、45年以内の債務返済を確認するため、当該区間の残事業費も含めて
算出している）

貸付料
支払い

計画管理費 新たな資産形成にかかる支出（注１）

建設費（注2）

参６－４




